
 大町市建設工事入札制度合理化対策要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１ 建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の入札に際して

は、事業の公共性並びに特殊性に鑑み、業者の信用、技術及び施工能力等を重視し、公

正自由な競争を図る必要があるので、次の方法により入札等に参加を希望する者に対す

る合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。 

 （資格基準等） 

第２ 建設工事の競争入札に参加を希望する業者について、大町市内に本店を有する建設

業者にあっては、経営規模その他経営に関する客観的事項（以下「客観的事項」とい

う。）の総合評定値及び大町市の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成６年大町市告示第６６

号。以下「告示」という。）第３第３号から第１３号の各号に定める項目による総合評

定値（以下「新客観点数」という。）との合計点数（以下「資格総合点数」という。）

により、それ以外の建設業者にあっては、客観的事項の総合評定値により、工事の種類

に応じて必要な等級に区分し、発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決

定する。 

２ 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務（以下「建設コンサルタント等

の業務」という。）の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査し

て建設コンサルタント等の業務の適格者を決定する。 

 （競争入札に参加することができない者） 

第３ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、

競争入札に参加することができない。ただし、特別の理由がある場合を除く。 

２ 大町市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領（平成７年大町市告示第３６

号）の第２に該当する事実があった者は、その事実があった後別途定める期間競争入札

に参加することができない。 

 （資格審査の申請等） 

第４ 建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格、

その申請の時期及び方法については、告示の定めるところによる。 

２ 告示第５第１項、同第２項、第６第２項及び第７第２項に規定する建設工事入札参加

資格審査申請書等（以下「申請書等」という。）の様式は別記様式に定めるとおりとす

る。 

 （資格総合点数の基準等） 

第５ 建設工事における資格総合点数の審査の項目及び基準は、客観的事項の総合評定値

にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２７条の

２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成６年建設省告示第1461号）

の定めるところによることとし、新客観点数にあっては、次の各号に定めるところによ

るものとする。ただし、新客観点数は各建設業者の客観的事項の総合評定値の２５％を



限度として加点する。共同企業体にあっては、審査の項目のうち、経営規模の審査は、

各構成員の年間平均完成工事高、自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和を、経営状

況の評点は、各構成員について算定される経営状況の評点の平均値を、技術力の審査

は、許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員数値のそれぞれの和

を、その他の審査項目（社会性等）の評点は、各構成員について算定されるその他の審

査項目の平均値をもって審査の対象とする。 

(１) 大町市の発注した工事の成績にあっては、告示第１の表中第２項アにおける建設

工事の資格審査基準日（以下「資格審査基準日」という。）の直前３年間の「土木

一式」「とび・土工・コンクリート」「舗装」の３業種に係る工事成績平均点から 

６５点を減じ、３．５を乗じて得た点数とする。ただし、「土木一式」「とび・土

工・コンクリート」「舗装」業種のみの加（減）点とする。 

(２) 資格審査基準日の直前４年間における、国又は県による表彰の実績にあっては、

企業もしくは当該企業に在籍している個人が表彰を受けた場合。また、大町市優良

建設工事表彰実施要綱に基づく表彰の実績にあっては企業が表彰を受けた場合と

し、１回につき１０点とし、３０点を上限とする。ただし、「土木一式」「とび・

土工・コンクリート」「舗装」業種のみの加点とする。 

(３) ＩＳＯ認証若しくは環境活動評価プログラム「エコアクション２１」認証取得状

況については次によるものとする。 

ア ＩＳＯ認証の取得状況にあっては、資格審査基準日においてＩＳＯ９０００シリ

ーズ又はＩＳＯ１４０００シリーズを取得している場合、それぞれにつき１０点と

する。 

イ 環境活動評価プログラム「エコアクション２１」の認証状況にあっては、資格審

査基準日において認証を受けている場合１０点とする。ただし、ＩＳＯ１４０００

シリーズとの重複加点はしない。 

(４) 民間資格等を有する技術者数にあっては、別表１の資格について、当該資格に係

る対象業種を申請する場合、対象業種ごとに資格審査基準日において、当該資格を

有する技術者１名につき１点とする。ただし、上限は３０点とする。 

(５) 不誠実な行為の有無その他信用状態にあっては、資格審査基準日の直前２年間に

おいて、市又は長野県から指名停止を受けた場合、当該指名停止を受けた月数に 

－１０を乗じて得た点数とする。ただし、指名停止を受けた期間のうち、１月に満 

たない期間がある場合は、１月とする。減点は、最大１５点までとする。 

(６) 市との災害協定を締結している場合は１５点とする。 

(７) 地域貢献の実績にあっては、資格審査基準日の直前２年間において、ボランティ

ア等の無償奉仕活動を実施した場合、５点とする。 

(８) 労働福祉の状況にあっては、次によるものとする。 

ア 資格審査基準日の直前６月１日において、障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和３５年法律第１２３号）第４３条の規定による障がい者の雇用義務を有する

建設業者が、当該雇用すべき障がい者数以上を雇用している場合、１０点とする。 

 イ ア以外の建設業者が、資格審査基準日において障がい者を雇用している場合、 

１０点とする。 



(９)労働環境の状況にあっては、次によるものとする。 

  ア 資格審査基準日において、従業員100人以下の企業が、次世代育成支援対策推進

法に基づく一般事業主行動計画を策定し、且つ育児･介護休業法に規定する休業等

制度を就業規則で規定している場合、10点とする。 

  イ 資格審査基準日において、「社員の子育て応援宣言！」の登録をしている場

合、３点とする。なお、登録企業であって資格審査基準日において「職場いきい

きアドバンスカンパニー」の認証を受けている場合、更に７点を加点する。 

(10) ＳＤＧｓの取組の状況にあっては、申請日において「長野県ＳＤＧｓ推進企業

登録制度」の登録をしている場合、10点とする。 

（11）市内居住者で常時雇用されている者１名につき１点とする。なお、大町市定住促

進事業により、移住・定住者として認められた者を常時雇用している場合は、さら

に１人４点加点する。ただし、上限は３０点とする。 

（12）大町市消防団協力事業所表示制度実施要綱（平成１９年告示第４８号）に基づ

く、表示証の交付を受けている場合は１０点とする。 

（13）資格審査基準日の前年度において、市道除排雪業務（凍結防止剤散布業務を含

む。）の受託実績を有している場合、２０点とする。ただし、「土木一式」、「と

び・土工・コンクリート」及び「舗装」業種のみの加点とする。 

（14）申請年度（受付年度）において、水道緊急対応当番を実施している場合、２０点

とする。ただし、「管」及び「水道施設」業種のみの加点とする。 

 （名簿の登載） 

第６ 入札参加資格があると認められた者（以下「有資格者」という。）について、建設

工事にあっては第５の規定による審査の結果の資格総合点数により等級格付を行い、建

設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタント等の業務にあっては告示第５第２項

に規定する書類の審査の結果を、建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿に登

載する。 

 （入札参加資格の取消し等） 

第７ 有資格者が第３第１項若しくは同第２項若しくは法第３条第１項の規定による建設

業の許可を受けていない者に該当するに至った場合、又は明確な虚偽申請が確認された

場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すことができるものとする。 

２ 前項の規定により入札参加資格を取り消された場合は、当該有資格者に対してその旨

を通知する。 

３ 前項の規定は、告示第１の要件に該当していない者の申請の場合に準用する。 

  

  



（等級別発注標準） 

第８ 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、下表の左欄に掲げた等級の右欄の

工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は請負工事設計金額とする。 

工

事

種

類

等

級 

工      事      金       額 

土木一式工事 建築一式工事 電気電通工事 
管・その他 

工事 
舗 装 工 事 とび・土工工事 

Ａ 1,000万円以上 1,000万円以上 全 工 事 全 工 事 全 工 事 全 工 事 

Ｂ 8,000万円未満 9,000万円未満 2,000万円未満 3,500万円未満 3,500万円未満 5,000万円未満 

Ｃ 3,000万円未満 4,500万円未満 600万円未満 700万円未満 500万円未満 700万円未満 

Ｄ 1,500万円未満 2,000万円未満    
 

Ｅ 800万円未満 900万円未満    
 

 

 （専門工事業者の決定） 

第９ 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事

業者を含めて決定することができる。 

 

 （設備工事の分離契約） 

第１０ 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付

することができる。 

 （業者の選定） 

第１１ 業者を選定しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工

事入札参加資格者名簿により当該工事金額に対応する等級に属する有資格者の中から、

建設コンサルタント等の業務にあっては建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名

簿より営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。 

 （業者選定基準） 

第１２ 第１１の規定により業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留

意しなければならない。 

(１) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無 

(２) 審査基準日以降における経営状況 

(３) 工事成績の状況 

(４) 手持工事の状況 

(５) 当該工事に対する地理的条件 



(６) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況 

(７) 安全管理の状況 

(８) 労働福祉の状況及び構造改善の状況 

２ 前項に規定する各号の具体的運用基準は、別表２によるものとする。 

 （随意契約における業者の選定） 

第１３ 随意契約による場合の業者選定は、第１１の規定を準用し、有資格者の中から選

定するものとする。 

 （選定の特例） 

第１４ 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由のあるときは、第 

１１の規定にかかわらず業者を選定することができる。 

 （秘密の保持） 

第１５ 業者の選定については、関係者以外の者にもれないよう秘密の保持に注意しなけ

ればならない。 

 （協業組合） 

第１６ 協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、長野県知事が

定める要領を準用する。 

 （補則） 

第１７ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成７年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成１３年告示第２６号） 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年告示第６０号） 

 この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年告示第６０号） 

 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年告示第５０号） 

 この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年告示第１０号） 

 この要綱は、平成２０年３月７日から施行する。 

   附 則（平成２１年告示第７号） 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年告示第９号） 

 この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年告示第３号） 

  （施行期日） 



 １ この要綱は、平成２５年２月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の日前に改正前の要綱の規定に基づき資格審査の申請がされ、区分

された等級については、平成２５年６月末日まで従前の効力を有する。 

   附 則（平成２７年告示第２号） 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２７年２月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の日前に改正前の要綱の規定に基づき資格審査の申請がされ、区分

された等級については、平成２７年６月末日まで従前の効力を有する。 

   附 則（平成２８年告示第２１３号） 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成２９年２月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の日前に改正前の要綱の規定に基づき資格審査の申請がされ、区分

された等級については、平成２９年６月末日まで従前の効力を有する。 

附 則（平成３０年告示第１２３号） 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の日前に改正前の要綱の規定に基づき資格審査の申請がされ、区分

された等級については、平成３１年６月末日まで従前の効力を有する。 

附 則（令和３年告示第１４２号） 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の日前に改正前の要綱の規定に基づき資格審査の申請がされ、区分

された等級については、令和４年６月末日まで従前の効力を有する。 

（施行期日） 

 １ この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

 


